
 
市民文化局会計年度任用職員に関する要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱（３１

川総人第１１４５号）第２２条の規定に基づき、同要綱その他別に定めるもの

のほか、市民文化局が所管する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）の職務、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（業務内容、勤務時間等）  

第２条 会計年度任用職員の業務内容、定数、勤務場所、勤務時間等は、別表第

１に定めるとおりとする。  

（給料又は基本報酬の額）                                                                                                                             

第３条 月額で支給する会計年度任用職員（次項に定める会計年度任用職員を除

く。）の給料又は基本報酬の額は、別表第２に定める相当する表級号の範囲内

において、本市職員としての経験月数（採用の日前３年間の範囲内に限る。）

を考慮して決定した準用する表級号に定める額に、当該職員の１週間当たりの

勤務時間を３８．７５時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。  

２ 月額又は日額で支給する会計年度任用職員のうち別表第３に定める会計年

度任用職員の給料又は基本報酬の額は、同表に定めるとおりとする。  

（半日単位の年次休暇）  

第４条 半日を単位として年次休暇を受けることができる会計年度任用職員は、

次に掲げる会計年度任用職員以外の職員とする。  

（１）岡本太郎美術館館長  

２ 半日単位の年次休暇は、正午で区分し、２回をもって１日の年次休暇とする。

ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、休憩時間の開始時刻で区分

するものとする。  

（１） 犯罪被害者等支援会計年度任用職員  



 
（２） マイナンバーカード関連業務会計年度任用職員  

（３）外国人市民施策専門調査員  

（４）外国人相談支援会計年度任用職員（８時３０分から１５時００分まで勤務

する日を除く。）  

（５）地域日本語教育総括コーディネーター  

（６）人権相談専門調査員  

（７）男女共同参画政策専門調査員  

（８）平和館会計年度任用職員  

（９）平和館専門調査員  

（10）市民文化振興室共催・後援等業務会計年度任用職員  

（11）岡本太郎美術館普及企画業務会計年度任用職員  

（12）岡本太郎美術館学芸業務会計年度任用職員  

（13）市民ミュージアム調整業務会計年度任用職員  

３ 半日単位の年次休暇は、２回をもって１日の年次休暇とする。ただし、次に

掲げる会計年度任用職員については、業務開始時刻から勤務時間の半分となる

時刻で区分するものとする。  

（１）地域の安全対策会計年度任用職員  

（２）外国人相談支援会計年度任用職員（８時３０分から１５時００分まで勤務

する日に限る。）  

（３）人権相談専門調査員  

（委任）  

第５条 川崎市会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱及びこの要綱に定

めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、市民文化局長が定め

る。  

 



 
附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

この要綱は、令和６年１月１日から施行する。  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 

別表第１（第２条関係）  

職名 業務内容 定数 所管課 
勤務 
場所 

１週間の

勤務時間 
勤務時間 

(休憩時間) 
勤務日 週休日 

川崎市公共施

設利用予約シ

ステム会計年

度任用職員 

(１)川崎市公共施設

利用予約システム

運用・管理業務に

関すること。 
(２)課の庶務業務に

関すること。 
(３)その他所属長か

ら命じられたこ

と。 

1 企画課 企画課 28時間

45分 
9:30 ~16:15 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 

犯罪被害者等

支援会計年度

任用職員 

(１)犯罪被害者等相

談に関すること。 
(２)犯罪被害者等に

対する支援内容に

関すること。 
(３)その他所属長か

ら命じられたこ

と。 

2 地域安全

推進課 
地域安全

推進課 
(１)29時

間 
(２)28時

間45
分 

(１)9:00～17:15 
（休憩12:00~13:00） 

(２) 9:00 ~15:45 
（休憩12:00~13:00）又

は10:30 ~17:15 
（休憩13:15~14:15） 

(１)月曜日

から金曜

日までの

うち週４

日 
(２)月曜日

から金曜

日までの

うち週５

日 

日曜日及

び土曜日 

地域の安全対

策会計年度任

用職員 

(１) 防犯意識の高揚

を図るための広報及

び啓発に関するこ

と。  
(２) 家庭防犯促進の

ための注意及び指導

（防犯診断）に関す

ること。  

21 地域安全

推進課 
地域安全

推進課 
28時間

45分 
6:30~23:00の間で５時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて1時間） 

１週間の

うち５日 
１週間の

うち2日 



 
(３)防犯パトロール

活動に関すること。 
(４)犯罪被害者等か

らの相談に関するこ

と 。 
(５)客引き行為等の

防止に関する広報及

び啓発に関するこ

と。 
(６)客引き行為者等

への注意及び指導、

勧告、命令に関する

こと。  
(７)客引き行為等の

防止に係る統計処理

に関すること。  
(８)路上喫煙の防止

に関する広報及び啓

発に関すること。 
(９)路上喫煙者への

注意及び指導に関す

ること。 
(10)路上喫煙の防止

に係る統計処理に関

すること。  
(11)川崎市飲料容器

等の散乱防止に関す

る条例（平成７年川

崎市条例第１１号）

に係る広報及び啓発

に関すること。 
(12)放置自転車対策

の業務補助に関する

こと 。 
(13)過料の徴収に関

すること。 
(14)その他所属長か

ら命じられたこと。 
交通事故相談

員 
相談員は、市民文化

局市民生活部地域安全

推進課長の指揮監督の

下に、次の交通事故相

談業務を行うものとす

る。 
(１)被害者等に対

１ 地域安全

推進課 
高津区役

所 
27時間

30分 
9:30~16:00 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 



 
し、賠償問題、更

正問題その他各般

の問題について総

合的な相談及び指

導助言に関するこ

と。  
(２)被害者等の状況

に応じ、各種援護

機関へのあっせん

に関すること 。 
(３)その他相談業務

を行う上で必要と認

められる事項 
住民実態調査

会計年度任用

職員 
 

(１)住民実態調査に関

すること。 
(２)その他所属長から

命じられたこと。 

４ 戸籍住民

サービス

課 

戸籍住民

サービス

課 

29時間 8:45~17:00 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日、

火曜日、

木曜日及

び金曜日 

水曜日、

日曜日及

び土曜日 

マイナンバー

カード関連業

務会計年度任

用職員 
 

(１)マイナンバーカー

ドの出張申請に関す

ること。 
(２)マイナンバーカ

ード交付前設定に関

すること。 
(３)マイナンバーカ

ード交付通知書等発

送に関すること。 
(４)その他所属長か

ら命じられたこと。 

８ 戸籍住民

サービス

課 

戸籍住民

サービス

課 

29時間 9:00~17:15 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて１時間） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日及

び土曜日 

外国人市民施

策専門調査員 
(１)外国人市民代表

者会議の調査審議資

料の作成に関するこ

と。 
(２)外国人市民代表

者会議の運営補助に

関すること。  
(３)外国人市民施策

に関する調査及び資

料作成に関するこ

と。 
(４)その他所属長か

ら命じられたこと。 

１ 多文化共

生推進課 
多文化共

生推進課 
20時間

15分 
 

8:30~22:00の間で６時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて１時間） 

月曜日か

ら日曜日

までのう

ち週３日 

勤務が割

り振られ

ない日 

外国人相談支

援会計年度任

用職員 

(１)外国人市民の生

活相談に関するこ

と。 
(２)外国人市民への

9 多文化共

生推進課 
多文化共

生推進課 
(1)27時

間30分 
(2)14時

間00分 

(１)8:30～15:00 
（休憩12:00~13:00）又

は10:45～17:15（休憩

13:00~14:00） 

(１)月曜日

から金曜

日までの

うち週５

 (１)日曜

日及び土

曜日 
 



 
情報提供・情報発信

に関すること。  
(３)行政窓口等にお

ける通訳・翻訳に関

すること。 
(４)外国人市民を地

域・コミュニティに

つなぐこと。 
(５)その他所属長か

ら命じられたこと。 

(２) 8:30～16:30 
（休憩12:00~13:00）又

は9:15～17:15（休憩

13:00~14:00） 

日 
(２)月曜日

から金曜

日までの

うち週２

日 

 
(２)日曜

日、土曜

日及び勤

務が割り

振られな

い日 
 

地域日本語教

育総括コーデ

ィネーター 

(１)関係機関との連

絡・調整に関するこ

と。 
(２)総合調整会議の

企画・運営に関する

こと。  
(３)地域日本語教育

の総合的な体制づく

りに関すること。 
(４)その他所属長か

ら命じられたこと。 

１ 多文化共

生推進課 
多文化共

生推進課 
21時間 
 

9:00～17:00 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週３日 
 

日曜日及

び土曜日 

人権・男女共

同参画室会計

年度任用職員 

(１)人権・男女共同

参画施策に係る事務

の処理に関するこ

と。 
(２)その他所属長か

ら命じられたこと。 

１ 人権・男

女共同参

画室 

人権・男

女共同参

画室 

28時間

45分 
8:30~17:15の間で５時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 

人権相談専門

調査員 
(１)「人権侵害によ

る被害に係る支援」

関連施策に関するこ

と。 
(２)「情報の収集及

び調査研究」関連施

策に関すること。 
(３)「本邦外出身者

に対する不当な差別

的言動の禁止」関連

施策に関すること。 
(４)「インターネッ

ト表現活動に係る拡

散防止措置及び公

表」関連施策に関す

ること。 

２ 人権・男

女共同参

画室 

人権・男

女共同参

画室 

29時間

以内で定

める時間 
(１)１週

４日29
時間 

(２)１週

５日28
時間45
分 

 

(１)8:30~17:15の間で７

時間15分を超えない範

囲内で定める時間（休憩 

勤務時間の途中において

１時間） 
(２)8:30~17:15の間で５

時間45分を超えない範

囲内で定める時間（休憩 

勤務時間の途中において

１時間） 

(１)月曜日

から金曜

日までの

うち週４

日 
 
(２)月曜日

から金曜

日までの

うち週５

日 
 

(１)日曜

日、土曜

日及び勤

務が割り

振られな

い日 
(２)日曜日

及び土曜

日 
 

男女共同参画

会計年度任用

(１)男女共同参画に

係る事務の処理に関

１ 人権・男

女共同参

人権・男

女共同参

28時間

45分 
8:30~17:15の間で５時間

45分を超えない範囲内で

月曜日か

ら金曜日

日曜日及

び土曜日 



 
職員 すること。 

(２)その他所属長か

ら命じられたこと。 

画室 画室 定める時間 
（休憩12:00~13:00） 

までのう

ち週５日 

男女共同参画

政策専門調査

員 

(１)男女共同参画政

策に係る国、自治

体、研究機関等の情

報の調査及び分析に

関すること。 
(２)男女共同参画の

状況の調査に関する

こと。 
(３)調査・研究に係

る男女共同参画セン

ターとの連携に関す

ること。   
(４)男女平等推進行

動計画に関するこ

と。   
(５)年次報告書に関

すること。   
(６)女性活躍推進に

関する認証制度に関

すること。 
(７)男女平等に関す

る普及啓発及び研修

に関すること。  
(８)その他所属長か

ら命じられたこと。 

１ 人権・男

女共同参

画室 

人権・男

女共同参

画室 

26時間 8:30~21:00の間で７時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて１時間） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日、

土曜日及

び勤務が

割り振ら

れない日 

平和館会計年

度任用職員 
 

平和館の管理運営及

び平和推進事業に関

すること。 

２ 
 

平和館 平和館 28時間

45分 
8:30~21:30の間で７時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中

において１時間） 

火曜日か

ら日曜日

までのう

ち週５日 

月曜日及

び勤務が

割り振ら

れない日 

平和館専門調

査員 
平和事業に係る調査

に関すること。 
１ 平和館 平和館 28時間

45分 
8:30~21:30の間で７時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中

において１時間） 

火曜日か

ら土曜日

までの週

５日 

月曜日及

び日曜日 

生涯スポーツ

専門会計年度

任用職員 

(１)スポーツ推進審

議会及びスポーツ推

進計画等に関するこ

と。 
(２) スポーツを通じ

た国際交流に関する

こと。 

１ 市民スポ

ーツ室 
市民スポ

ーツ室 
29時間 9:00~17:15 

（休憩12:00~13:00） 
月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日、

土曜日及

び勤務が

割り振ら

れない日 



 
(３)総合型地域スポ

ーツクラブ連絡協議

会に関すること。  
(４)学校体育その他

スポーツ振興に関す

ること。 
(５)その他スポーツ

振興に関するこ

と。 
競技スポーツ

専門会計年度

任用職員 

(１)競技力の向上に

関すること。 
(２)各種スポーツ関

係団体との連携及び

各種調査研究に関す

ること。 
(３)スポーツを通じ

た国際交流に関する

こと。 
(４)その他スポーツ

振興に関すること。 

１ 市民スポ

ーツ室 
市民スポ

ーツ室 
29時間 9:00~17:15 

（休憩12:00~13:00） 
月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週４日 

日曜日、

土曜日及

び勤務が

割り振ら

れない日 

市民文化振興

室共催・後援

等業務会計年

度任用職員 

(１)当室宛てに申請

があった後援及び共

催等に関する事務処

理に関すること。 
(２)市長賞に関する

事務処理に関するこ

と。 
(３)文化団体等に関

する諸手続に関する

こと。 
(４)その他所属長か

ら命じられたこと。 

１ 市民文化

振興室 
市民文化

振興室 
28時間

45分 
8:30~17:15の間で５時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて１時間） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 

市民文化振興

室会計年度任

用職員 

(１)室の庶務事務 
(２)室の経理事務 
(３)文化芸術振興事

業の企画運営に関す

る業務補助 
(４)その他所属長か

ら命じられたこと。 

1 市民文化

振興室 
市民文化

振興室 
28時間

45分 
9:30~16:15 
（休憩12:00~13:00） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 

岡本太郎美術

館館長 
岡本太郎美術館の館

長業務に関するこ

と。 

１ 岡本太郎

美術館 
岡本太郎

美術館 
21時間

45分 
8：45～20：00の間で７

時間45分を超えない範囲

で定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて1時間） 

(１)月曜日

から日曜

日までの

うち週３

日 
(２)月曜日

勤務が割

り振られ

ない日 



 
から日曜

日までの

うち週４

日 
 

岡本太郎美術

館普及企画業

務会計年度任

用職員 

(１)岡本太郎美術館

の教育普及業務に関

すること。 
(２)岡本太郎美術館

の企画業務に関する

こと。 
(３)岡本太郎美術館

の広報・啓発業務に

関すること。 
(４)その他岡本太郎

美術館の運営に必要

な業務に関するこ

と。 

２ 岡本太郎

美術館 
岡本太郎

美術館 
29時間 8:50～19:05の間で７時間

15分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩12:15~13:15） 

月曜日か

ら日曜日

までのう

ち週４日 

勤務が割

り振られ

ない日 

岡本太郎美術

館学芸業務会

計年度任用職

員 

(１)岡本太郎美術館

の学芸業務に関する

こと。 
(２)その他岡本太郎

美術館の運営に必要

な業務に関するこ

と。 

１ 
 

岡本太郎

美術館 
岡本太郎

美術館 
29時間 8:50～19:05の間で７時間

15分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩12:15~13:15） 

月曜日か

ら日曜日

までのう

ち週４日 

勤務が割

り振られ

ない日 

市民ミュージ

アム調整業務

会計年度任用

職員 

(１)市民ミュージア

ム施設管理等業務 
(２)博物館・美術館

（展覧会、教育普及

等）に関する業務 
(３)特別利用（収蔵

品の熟覧、模写等）

に関する業務 
(４)資料収集に関す

る業務 
(５)その他所属長か

ら命じられたこと。 

1 市民ミュ

ージアム 
市民ミュ

ージアム 
28時間

45分 
8:30～17:15の間で５時間

45分を超えない範囲内で

定める時間 
（休憩 勤務時間の途中に

おいて１時間） 

月曜日か

ら金曜日

までのう

ち週５日 

日曜日及

び土曜日 

 備考 勤務日が休日に該当した場合に特に勤務することを命ずる職については、別表１の附

表に定めるところによる。  

  

別表第１の附表  

 休日に特に勤務することを命ずる職  



 
 職名  特に勤務することを命ずる休日  

地域の安全対策会計年度任用職

員 
勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

平和館会計年度任用職員 勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

平和館専門調査員 勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

岡本太郎美術館館長 勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

岡本太郎美術館普及企画業務会

計年度任用職員 
勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

岡本太郎美術館学芸業務会計年

度任用職員 
勤務日が休日に該当した場合の当該休日（1月1日から同月3日まで及び12
月29日から同月31日までの日を除く。） 

 

別表第２（第３条関係）  

会計年度任用職員（月額）の相当する表級号の範囲  

職名  ランク  相当する表級号の範囲  
川崎市公共施設利用予約

システム会計年度任用職

員  

Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

犯罪被害者支援会計年度

任用職員  
Ｃ  行政職給料表（１）２級２５号給～３０号給 

地域の安全対策会計年度

任用職員  
Ａ  行政職給料表（１）２級５６号給～６１号給 

交通事故相談員  Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 
住民実態調査会計年度任

用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

マイナンバーカード関連

業務会計年度任用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

外国人市民施策専門調査

員  
非該当  行政職給料表（１）２級８３号給～８８号給 

外国人相談支援会計年度

任用職員  
Ｄ  行政職給料表（１）１級３０号給～３５号給 

地域日本語教育総括コー

ディネーター  
非該当  行政職給料表（１）２級５６号給～６１号給 

人権・男女共同参画室会

計年度任用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

人権相談専門調査員  非該当  行政職給料表（１）２級６５号給～７０号給 



 
男女共同参画会計年度任

用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

男女共同参画政策専門調

査員  
非該当  行政職給料表（１）２級５６号給～６１号給 

平和館会計年度任用職員  Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

平和館専門調査員  非該当  行政職給料表（１）２級６６号給～７１号給 

生涯スポーツ専門会計年

度任用職員  
Ｄ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

競技スポーツ専門会計年

度任用職員  
Ｄ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

市民文化振興室共催・後

援等業務会計年度任用職

員  

Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

市民文化振興室会計年度

任用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

岡本太郎美術館普及企画

業務会計年度任用職員  
Ｅ  行政職給料表（１）１級２４号給～２９号給 

岡本太郎美術館学芸業務

会計年度任用職員  
Ｄ  行政職給料表（１）１級３０号給～３５号給 

市民ミュージアム調整業

務会計年度任用職員  
Ｄ  行政職給料表（１）１級３０号給～３５号給 

 

別表第３（第３条関係）  

会計年度任用職員（月額又は日額）の給料又は基本報酬の額  

職名 支給単位  給料又は基本報酬の額 
地域手当又はこれに相当

する報酬を加えた額 
岡本太郎美術館館長  月額  380,848 円 441,783 円 

 


